
住吉南小学校避難所運営マニュアル

１．手引き作成の目的

避難所は、地域の人々の安全を確保し、生活再建を始めるための地域の防災拠点です。

このマニュアルは、南海トラフ巨大地震といった大規模な災害の発生後に市民の生活

の拠点となる避難所を中長期に渡って開設する必要が生じた際に備え、宮崎市避難所運

営マニュアルに基づき、避難所の開設方法、避難所の運営の心構え、避難所のレイアウ

トをまとめることで、避難所を開設する際の一助となるよう避難所単位で作成したもの

です。

２．指定避難所施設の概略

指定避難所名 住吉南小学校

住 所 宮崎市大字芳士 1811 番地

連絡先電話番号 ３９－５０００

３．避難所開設から閉鎖までの流れ

４．避難可能場所について

①避難可能場所は、原則として指定避難所として指定しているエリアになります。

②施設管理者が設定した立ち入り禁止スペースは避難場所としては使用できません。

③指定しているエリア以外を使用する必要がある場合は、施設管理者との協議のうえ、

使用してください。

時間の流れ 避難所での動き

発災後（初動期） ・施設の被災状況確認（施設管理者）

・避難所開設

①避難所の開錠（施設管理者・避難所配備員）

※災害の規模や発生した時間帯に応じ、施設管理者や避難所配備員の

到着が遅れた場合、地元住民の方に開設いただく場合があります。

②避難者の受け入れ（避難所配備員）

③避難者の個人情報管理、ニーズ把握（避難所配備員）

発災後（中長期） ・避難所運営（地域住民）

※避難所の運営を円滑に進めるため、避難者自らによる自主的な避難所

運営が必要となります。

①避難所運営委員会の設置

（地域代表、自主防災組織、消防団、避難所配備員、施設管理者等）

・避難所運営の補助（避難所配備員）

①災害時要配慮者の福祉避難所への移送

②衛生環境の維持

③避難所の健康対策

④公平な物資の提供

⑤ボランティア受入れ対応

撤収期 ※規模縮小や閉鎖の判断は、周辺のライフラインの復旧状況に応じて、市

が行います。

５．避難所運営における行政・施設管理者・住民の役割

６．鍵の保管・緊急時連絡先

機関名 主な役割

行 政 ・避難所の開設及び避難所運営の後方支援

・避難所に対しての食料、物資などの配給計画の作成と配給の実施

・避難者の心身の健康管理の支援

・屋外避難者に対しての支援

施設管理者 ・避難者受入れ前の施設の安全確認

・放送設備等の点検

・使用可能場所、立ち入り禁止スペースの指定

住 民 ・避難所共通ルールの遵守

・避難所運営委員会の設置

①委員会の構成員の決定、避難所運営委員会の開催

②各運営班の設置

※各運営班の班員は、避難者にて編成し、班長・副班長を置く。なお、

一部の避難者に負荷が偏らないように適宜交代を行う。

①避難所のカギの保管

体育館のカギは 地域センター、元村自治会長宅 においてあります。（※校舎分は事務室）

②緊急連絡先

③避難所周辺の緊急連絡先（ライフラインなど）

宮崎市災害対策本部 【 本 部 】☎２１－１８８９

【 危機管理課 】☎２１－１７３０

避難所配備員 【 】☎

【 】☎

施設管理者 【 】☎

自治会、自主防災組織代表 【 】☎

避難所運営委員長 【 】☎

消 防 署 【 】☎

警 察 署 【 】☎

病 院 【 】☎

【 】☎

【 】☎

【 】☎

電 気 【 】☎

ガ ス 【 】☎

上下水道 【 】☎

そ の 他 【 】☎

【 】☎

【 】☎

【 】☎

【 】☎

【 】☎












